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容
認
し
な
い
よ
う
求
め
る
意
見
書
案
を
可
決

賛 

成 

討 

論

片
岡　

守
春
議
員

　

国
の
安
全
保
障
に
関
わ

る
重
大
な
問
題
を
、
与
党

協
議
だ
け
で
行
っ
て
よ
い

の
か
。
国
民
に
是
非
を
問

う
の
が
先
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
ま
た
、
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
の

説
明
や
議
論
が
さ
れ
て
お

ら
ず
、
国
民
の
間
に
不
安

と
恐
れ
を
招
い
て
い
る
。

　

武
力
行
使
３
要
件
で

「
恐
れ
」
を
「
明
白
な
危

険
」
と
書
き
換
え
て
も
、

危
険
度
の
度
合
い
を
判
断

す
る
の
は
誰
か
。
ま
た

「
必
要
最
小
限
の
実
力
行

使
」
と
言
っ
て
も
、
戦
闘

中
に
可
能
な
の
か
。

　

多
く
の
議
論
の
余
地
を

残
し
た
ま
ま
で
の
閣
議
決

定
は
、
議
会
制
民
主
主
義

に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、

拙
速
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

賛 

成 

討 

論

竹
平　

豊
久
議
員

　

日
本
は
、
米
国
と
安
保

条
約
を
結
び
、
日
本
が
他

国
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
際
に

は
、
米
軍
が
日
本
を
守
る

た
め
に
行
動
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

米
国
が
他
国
か
ら
攻
撃
さ

れ
て
も
日
本
の
自
衛
隊
は
、

米
軍
と
一
緒
に
戦
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

　

真
に
対
等
な
立
場
で
の

安
保
条
約
で
あ
る
べ
き
と

の
考
え
か
ら
、
集
団
的
自

衛
権
を
全
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
。
た
だ
し
、
憲

法
の
解
釈
変
更
で
は
な
く
、

堂
々
と
憲
法
を
改
正
す
る

べ
き
と
考
え
る
。
「
現
憲

法
が
時
代
の
変
化
に
対
応

で
き
て
い
な
い
」
と
言
う

の
で
あ
れ
ば
、
第
96
条
に

従
っ
て
国
民
に
提
案
す
る

の
が
筋
で
あ
り
、
時
の
政

府
に
よ
る
解
釈
改
憲
は
将

来
に
禍
根
を
残
す
。

反 

対 

討 

論

石
川　

彰
宏
議
員

　

戦
後
70
年
、
日
本
及
び

日
本
国
民
は
日
米
安
保
と

憲
法
９
条
に
守
ら
れ
て
発

展
し
て
き
た
。
し
か
し
、

隣
国
で
あ
る
中
国
は
、
危

険
極
ま
る
行
動
を
と
っ
て

い
る
。
ま
た
、
北
朝
鮮
の

核
や
ミ
サ
イ
ル
の
脅
威
に

も
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
時
期
に
９
条
の

改
正
、
解
釈
変
更
が
で
き

な
い
も
の
か
と
思
う
。

　

日
本
は
、
民
主
主
義
の

下
、
自
ら
を
制
御
し
自
己

規
律
に
基
づ
い
た
行
動
が

で
き
る
国
で
あ
り
、
政
府

は
状
況
に
応
じ
た
判
断
が

で
き
る
と
考
え
る
。　

集団的自衛権行使を憲法の解釈変更によって
容認しないよう求める意見書（案）

　安倍首相は５月15日、首相の私的諮問機関である「安保法制懇」
の報告を受けて記者会見し、「集団的自衛権の行使」や、国連の安全
保障に名を借りた「多国籍軍への参加」などにふみだす決意を表明し
ました。
　しかし、これは戦後日本が憲法を中心に戦争しない国づくりをお
こなってきたこととは全く逆の方向に転換するものです。
　これまで、内閣法制局長官は、国会で憲法や法律の政府統一見解
について答弁し、集団的自衛権については「行使できないのは憲法
９条の制約である。わが国は自衛のための必要最小限の武力行使し
かできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」（1983年４月、
角田内閣法制局長官）とし、憲法上ゆるされないとしてきました。
　また、憲法９条２項があるため、自衛隊を「軍隊ではない」「自衛
のための必要最小限の実力組織である」と説明し、「そういった自衛
隊の存在理由から派生する当然の問題」（1990年10月、工藤内閣法
制局長官）として武力行使の目的をもった部隊の海外派遣、集団的
自衛権の行使、武力行使を伴う国連軍への参加の３点について「許
されない」という見解を示してきました。
　安倍首相は代々の、この政府見解を解釈変更によって転換しよう
としています。憲法の考え方が一内閣の解釈変更によって大きく変
わることは、憲法の最高法規性を奪い、政府への国民の信頼、ひい
ては国際的な信頼を失うものになります。また、立憲主義の否定に
もつながるものです。
　よって政府におかれては、集団的自衛権行使を憲法の解釈変更
によって容認しないよう強く要望します。
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